
 　栃木県内では、令和６年中自転車が関係する事故は人身事故の約４分の１を占めている 

 ほか、そのうち自転車側の７割強に何らかの法令違反があることからも自転車対策が喫緊 

 の課題となっています。 

 　　　　 　
自転車事故の状況（令和６年中）

 

  

 発生件数 　１０６６件（前年比　＋９３）

 

 死 者 数 　　　　７人（前年比　　－２）

 

 負傷者数 　１０５２人（前年比　＋９０）

 

 　自転車が関係する事故の当事者１０８５人のうち、高齢者が３４１人 （３１．４％)と 

 最も多く、次いで高校生が２１８人（２０．１％）であり、高齢者と高校生で過半数を 

 占めています。 

 　事故類型別では、自己転倒などの単独が４３８件（４１．１％）と最も多く、次いで 

 出会い頭が３４９件（３２．７％）、右左折時事故が１９３件（１８．１％）となってい 

 ます。 

 　自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守り、安全に利用しましょう。 

 ～ 自転車に乗るときは 

 　　　ヘルメットをかぶろう ～ 

 　自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方 

 約半数は、頭部に致命傷を負っています。 

 　また、致死率は、非着用が着用に比べて 

 約１．７倍高くなっています。 

 　自分の命を守るためにも、自転車を利用す 

 る全ての方は、ヘルメットを着用しましょう。 
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～ 命を守る反射材について ～ 

  自転車に反射シールや反射材用品を付けることは交通事故防止に非常に有効です。 

　また、自分自身も靴に反射シールを貼り付けたり、反射タスキ等の反射材用品を身に

着けたりするなど目立つように心掛け、周りの人や車に自分の存在を知らせましょう。 

 

～ 自転車指導啓発重点地区・路線について ～ 

　重点地区・路線は、自転車の通行量・自転車関連の交通事

故発生状況等を踏まえ、地域の実情に応じて選定し、広報啓

発や指導取締りを強化しています。 

　各警察署が選定している重点地区・路線は、右のコードか

ら、県警ホームページでご確認ください。 

                                                  　　　　　　　※県警ＨＰ　 

～ 自転車運転者講習について ～                      　 

　自転車運転中に危険行為を繰り返す（３年のうちに２回）と、自転車運転者講習の対

象となります。 

  講習の対象となり

受講命令に従わなか

った場合、５万円以

下の罰金となります。 

　自転車を運転する

際は、ルールを遵守し、交通

事故を防止しましょ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


